
 

 

移住定住促進空家活用住宅整備事業の実施について 

 

1．目的                                                             

令和５年 12月 13日施行の改正空家法においては、自治体の責務として、空き家の「活用拡大」

「管理の確保」「特定空家の除却等」の３本柱による対応の強化が求められています。そのような中、

「管理の確保」及び「特定空家の除却等」については、空き家・空き地問題無料相談会の定期開催、

老朽危険空家除却支援事業の拡充及び管理不全な空き家に対する助言、指導の強化等によって、

一定の効果が発現しているものと考えられます。  

一方で、空き家の「活用拡大」については、個人の財産である不動産の売却や改修の提案など

を行政が主導することが馴染まず、十分な対応に至っていないのが現状です。 

 そこで、空き家の「活用拡大」を通じた地域活性化を図ることを目的に、空き家を市が無償で所

有者から借り上げ、改修したのちに地域おこし協力隊員や移住希望者に転貸する「移住定住促進

空家活用事業」を創設するものです。 

  

２．事業の構造                                                        

 「移住定住促進空家活用事業」とは、市内の空き家をその所有者から市が約 13 年間借り上げて

改修し、公的賃貸住宅として地域おこし協力隊員や移住希望者に転貸する事業です。 

また、借上げ期間満了後には所有者に物件を返還しますので、所有者はグレードアップした物

件を自身で活用するほか、第三者への売却又は賃貸を行うなど、さらに有効活用を図ることが可

能です。              

 

協議事項２ 



 

 

３. 事業の内容                                                             

 (1) 市内に存する空き家について、所有者の申請に基づき審査し、空家活用住宅の用に一定期

間供することができると判断されるものに対して承認を行います。 

  ア 空き家を市に貸し出そうとする所有者の要件 

     ・市税に未納がない者、暴力団員等でない者   

  イ 対象となる空き家 

   ・居住の用に供する棟を貸し出すことができ、空家活用住宅に一定期間供すること 

    ができる空き家 

 (2) 空家活用住宅として承認した空き家について、所有者と市との間で 13年間の使用貸借契

約を締結します。（制度要綱において 10年以上の活用が求められている） 

  ア 所有者の同意を得た後、当該住宅を改修します。 

  イ 契約期間が満了するまでに所有者の都合により契約解除となった場合、残存期間に応じた

改修費用を所有者は支払わなければならないこととします。 

ウ 貸借料の額は、空家活用住宅に係る土地及び家屋の固定資産税額に相当する額とします。 

 (3) 貸借契約を締結した空家活用住宅を、市内への移住・定住を希望する者に転貸します。 

   〇空家活用住宅を利用することができる者の要件 

    ・市外からの転入者又は地域おこし協力隊員 

    ・自ら居住する者  

    ・本市に３年以上居住する意思がある者 等 

 (4) 空家活用住宅を利用することを承認した者と市との間で賃貸借契約（転貸）を締結します。 

  ア 契約期間は１年、延長は可能 

  イ ３か月分の家賃を敷金として市に預託 

    

４. 今後の見通し                                                              

⚫ 令和６年 6月   市と所有者との間で使用貸借契約を締結 

⚫ 令和６年７月    設計業務発注 

⚫ 令和７年２月    設計業務完了 

⚫ 令和７年度     改修工事 

⚫ 令和８年度     利用開始 

 

５. 備考                                                             

 本市が活用している国の補助事業「空き家対策総合支援事業」において、５年をワンクールとす

る事業計画のなかで、原則として１件以上の空き家住宅活用事業を実施することとされています。 

 

 ※本市の事業期間は令和３年度から令和７年度まで 



四国中央市移住定住促進空家活用住宅事業実施要綱 

令和６年３月 29 日 

告示第 74 号 

（目的) 

第１条 この告示は、市内に存する空家を所有者から借り上げ、及び整備し、本市への

移住及び定住を希望する者に当該空家を貸し出す四国中央市移住定住促進空家活用住

宅事業を実施することにより、移住者及び定住者の増加を促進し、もって地域の活性

化に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 空家 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第２条第

１項に規定する空家等をいう。 

(2) 所有者 空家に係る土地及び家屋の所有権又は売却若しくは貸借を行うことがで

きる権利を有する者であって、次に掲げる者をいう。 

ア 本人及び同一世帯に属する者が市税等に未納がない者 

イ 本人及び同一世帯に属する者が四国中央市暴力団排除条例（平成 23 年四国中央

市条例第 30 号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）

でない者 

(3) 空家活用住宅 市内に存する空家のうち、移住及び定住を希望する者に貸し出す

ことにより、移住者及び定住者の増加に寄与することができるものをいう。 

（対象となる空家） 

第３条 空家活用住宅の対象となる空家は、居住の用に供する棟の全部を貸し出すこと

ができる空家のうち、空家活用住宅の用に一定期間供することができるものとする。

ただし、抵当権が設定されている空家及び法令等に違反して建築された空家を除く。 

（空家活用住宅の貸出申請等） 

第４条 空家を貸し出そうとする所有者（以下「貸出申請者」という。）は、四国中央市

移住定住促進空家活用住宅貸出申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に申請しなければならない。 

 (1) 市税の未納がないことを証する書類（同一世帯に属する者を含む。） 

 (2) 空家に係る土地及び家屋の所有者が確認できる書類 

 (3) 空家の平面図 

 (4) 空家の外観及び内観が確認できる写真 

 (5) 空家の耐震診断結果報告書（木造住宅であって、昭和 56 年５月 31 日以前に建築

された空家に限る。） 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、空家活用住宅とす

ることと決定したときは、必要な条件を付して四国中央市移住定住促進空家活用住宅

承認決定通知書（様式第２号）により、空家活用住宅としないことと決定したときは

四国中央市移住定住促進空家活用住宅不承認決定通知書（様式第３号）により、貸出



申請者に通知するものとする。 

（空家活用住宅の貸借契約） 

第５条 市長は、前条第２項の規定による空家活用住宅の決定通知を受けた者と当該空

家に係る土地及び家屋の貸借契約（以下「貸借契約」という。）を締結するものとす

る。 

２ 貸借契約の期間は、契約締結日から契約締結後 13 年に達する日以後における最初

の３月 31 日（所有者との貸借契約が解除された場合にあっては、その解除された日）

までとする。ただし、貸借契約の期間を延長することにつき市長と所有者の合意があ

る場合は、この限りでない。 

３ 所有者は、貸借契約を解除しようとするときは、空家活用住宅の明渡し前６月前ま

でに市長に申し出るものとする。 

４ 貸借料の額は、賃貸契約の期間において課税される空家活用住宅に係る土地及び家

屋の固定資産税に相当する額とする。 

５ 所有者は、空家活用住宅を第三者に対し売却し、又は担保権及び利用権を設定する

ときは、事前に市と協議を行わなければならない。 

 （原形の変更） 

第６条 市長は、所有者の同意を得て、空家活用住宅の原形を変更することができる。 

 （利用前修繕） 

第７条 市長は、所有者の同意を得て空家活用住宅の利用開始前における修繕（以下「利

用前修繕」という。）を行うことができる。この場合において、当該空家活用住宅内に

おける動産の処分は、所有者において行うものとする。 

２ 第５条第２項に規定する期間を満了するまでに所有者の都合により貸借契約が解除

された場合において、所有者は、利用前修繕に要した費用に別表に規定する貸借契約

からの経過年数に応じた返還金算定率の欄に定める率を乗じて得た額を市長に支払わ

なければならない。ただし、特別な理由があり市長が認めた場合は、その限りでない。 

（空家活用住宅を利用することができる者） 

第８条 空家活用住宅を利用することができる者は、市内への移住又は定住を希望する

者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 市外から転入する者又は新たに四国中央市地域おこし協力隊要綱（平成 28 年四国

中央市告示第 160 号）第４条の規定により任用された四国中央市地域おこし協力隊

員（以下「隊員」という。）であること。 

(2) 自ら居住するために空家活用住宅を必要とする者であること。 

(3) 本市に継続して３年以上居住する意思がある者であること。 

(4) 暴力団員等でないこと。 

 (5) 一時的に転入する者でないこと。 

（空家活用住宅の利用申請等） 

第９条 空家活用住宅を利用しようとする者（以下「利用申請者」という。）は、市長が

別に定める期日までに四国中央市移住定住促進空家活用住宅利用申請書（様式第４号）

に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 (1) 利用申請者及び同居しようとする者の住民票の写し 



 (2) 利用申請者及び同居しようとする者の市税の未納がないことを証する書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用を承認す

ることと決定したときは必要な条件を付して四国中央市移住定住促進空家活用住宅利

用承認決定通知書（様式第５号）により、利用を承認しないことと決定したときは四

国中央市移住定住促進空家活用住宅利用不承認決定通知書（様式第６号）により、利

用申請者に通知するものとする。 

３ 一の空家活用住宅につき第１項の規定による申請が複数あるときは、市長が別に定

める基準に従い、当該空家活用住宅に係る前項の規定による利用の承認を決定するも

のとする。 

（市と利用者との間で契約する賃貸借契約） 

第 10 条 市長は、前条第２項の規定による利用承認決定通知を受けた者（以下「利用者」

という。）と賃貸借契約を締結する。 

２ 賃貸者契約の期間は、１年間とする。ただし、貸借契約の期間内において賃貸借契

約の期間を延長することに市と利用者の合意があるときは、その限りでない。 

（空家活用住宅の家賃等） 

第 11 条 空家活用住宅の家賃は、市長が別に定める。 

２ 利用者（隊員を除く。次項において同じ。）は、前項の家賃を毎月末日までに支払

わなければならない。 

３ 利用者は、敷金として３月分の家賃に相当する額を市長に無利子で預託するものと

する。 

４ 前項の敷金は、利用者が空家活用住宅を退居するとき、これを還付する。ただし、

未納の家賃、退去時に係る修理費用等の未払金その他の利用者の市に対する支払の不

履行がある場合は、敷金からこれを控除する。 

 （利用者の遵守事項） 

第 12 条 利用者は、空家活用住宅の善良な管理に努めるとともに、次に掲げる事項を遵

守しなければならない。 

 (1) 空家活用住宅を居住以外の用途に使用しないこと。 

 (2) 空家活用住宅を第三者に貸与し、又はその利用に係る権利を譲渡しないこと。 

 (3) 空家活用住宅を故意に損傷し、又は滅失しないこと。 

（氏名の変更等の届出） 

第 13 条 利用者は、氏名を変更したとき、又は出生、死亡、転出等により同居者に異

動が生じたときは、その原因となる事実が生じた日から 10 日以内に四国中央市移住

定住促進空家活用住宅利用者異動届（様式第７号）により市長に届け出なければなら

ない。 

（退居） 

第 14 条 利用者は、空家活用住宅を退居しようとするときは、退去する日前 14 日まで

に四国中央市移住定住促進空家活用住宅退去届（様式第８号）により市長に届け出て、

市長が指定する者の検査を受けなければならない。 

２ 利用者が空家活用住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査を受けるま

でに、利用者の負担により原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、原状



回復又は撤去を行わないことについて、市長の承認を得たときは、この限りでない。 

（空家活用住宅の明渡し請求） 

第 15 条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対し、

当該空家活用住宅の明渡しを請求することができる。 

 (1) この告示に違反したとき。 

 (2) 虚偽その他不正の手段により入居したとき。 

 (3) 第９条第２項に規定する条件に違反したとき。 

(4) 家賃を３月以上滞納したとき。 

(5) 空家活用住宅を故意に損傷し、又は滅失したとき。 

(6) 空家活用住宅の賃貸借期間が満了したとき、又は貸借期間満了前に当該空家活用

住宅の所有者と市長との間の貸借契約が終了したとき。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

２ 前項の規定による請求を受けた利用者は、速やかに当該空家活用住宅を明け渡さな

ければならない。 

３ 市長は、第１項第６号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場

合は、当該請求を行う日の６月前までに利用者にその旨を通知しなければならない。 

（その他） 

第 16 条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表（第７条関係） 

貸借契約からの経過年数 返還金算定率 

１年未満 100％ 

１年以上２年未満 90％ 

２年以上３年未満 80％ 

３年以上４年未満 70％ 

４年以上５年未満 60％ 

５年以上６年未満 50％ 

６年以上７年未満 40％ 

７年以上８年未満 30％ 

８年以上９年未満 20％ 

９年以上 10 年未満 10％ 

10 年以上 13 年未満 ５％ 

 

  


